
区民発意のまちづくりが都市計画決定に反映されるまで

まちづくり協議会設立

まちづくりビジョン登録

まちづくりルール認定

都市計画提案

都市計画審議会

区域内区民の過半数の合意

区域内土地所有者等の過半数の合意

区域内土地所有者等の2/3以上の合意

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



麻布十番商店街地区
まちづくりビジョン

申請：R2.10.22 登録：R2.11.20

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



2006年～

麻布十番商店街公式HPより https://www.azabujuban.or.jp/about/

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



麻布十番商店街地区
まちづくりビジョン エリア範囲は商業地域・近隣商業地域

東京都都市整備局HPより https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kanko/area_ree/youto_seigen.pdf

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



麻布十番商店街地区
まちづくりビジョン

平成29年度予算特別委員会より

Q: 住宅・商店街のある生活エリアで風俗店舗の取り
扱いに課題がある。商業地域では基本的に風俗店舗の
出店が可能であるが、そのような店舗を望まないエリ
アでは地域の声を反映して出店を止める方法はあるの
か？

A: 地域で合意形成を進める「まちづくり条例」で。

特定の商業地域への風俗店出店抑制

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



まちづくり
ビジョン

地区の将来像、理念、目標、etc.のはず

既存の理念と活動は
まちづくりビジョンとして認めてもらえなかった

ü 新規建設工事説明会等で協力のお願い
ü 商店街加盟希望店舗へ協力のお願い
ü 公式HPや広報誌等で広く周知

……等の努力を欠かさず

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



質問 条例を活用したまちづくりについて

Q: 2006年に麻布十番商店街が港区と協力して制定し、努力
を積み重ねてきた「十番ルール」。まちづくりビジョン、ま
たは同等のものではないと判断されたことで、ビジョン合意
取得手続きを最初からやり直すことになりました。認めない
とする判断に至った理由を改めて伺います。

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



まちづくり
ビジョン

地区の将来像、理念、目標、etc.

「区域内区民の過半数の合意」

現実

区域内の住民登録数
区域内の事業者数

住民登録のない住民数

50%
以上

+
+

港区まちづくり条例を活用したまちづくりパンフレット

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



まちづくり
ビジョン

認められなかったこと

ü 単独土地所有者が合意すれば、その管理下にある
集合住宅やテナント等事業者の同意は不要では？

ü 都市計画法による手続きを進めていく以上、最初
から土地所有者の合意があれば問題ないのでは？

エリア内一部の合意形成に向けた課題

「十番ルールは広く浸透しており、商店街の地道な
努力が特色を作り出している」という認識

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



麻布十番商店街地区
まちづくりビジョン エリア内一部の合意形成に向けた課題

1. 必要同意数が不明
2. 商店街⾮加盟事業者
3. 単⾝向け住宅
4. 接触が困難

ワンルーム住宅はポスティングも困難

課題

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



まちづくり
ビジョン

区域内同意に関する取り扱い
2020.4～ 運用改定

区域内住民同意数 + 区域内事業者同意数 +ワンルームマンション同意数

区域内住民登録数 + 区域内事業者数 +ワンルームマンション回答数
50%

以上
=

⌘ワンルーム住宅：平均住戸面積が40m2以下の共同住宅等
⌘対象となった場合は、当該建物の居住者のうち同意取得活動に対して無反応であった者を同意取得の母数から除く

50 ⼾

ワンルームマンション
25人以上→ 50%以上

賛成 10人
反対 6人
無反応 34人

10 / (10+6）＝ 62.5%
<例>

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ

Before After
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ワンルーム住宅

ワンルーム住宅
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ワンルーム住宅

ワンルーム住宅

住民等→過半数の合意

まちづくり
ビジョン

まちづくり
ルール

土地所有者等→過半数の合意
地区計画は2/3以上の合意

投資目的の分譲住宅の建設も進み、まちへの関心が薄いことも悩み

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



START
地域の
努力
3マス進む

地域の
努力の限界
これ以上無理

限界に気付く
2016年

1回休み

2006年

十番ルール
制定

区と協議
2017-2018年

2回休み

ビジョン
認定不可
2マス戻る

一部範囲
活動開始

2019年

GOAL
地区計画

2020年

ビジョン
一部登録

地域の
努力

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



港区HPより
https://www.city.minato.tokyo.jp/sougoukeikaku/kankyo-machi/toshikekaku/jore/katsuyo.html

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



疑問

まちづくり
ビジョン・ルール

個別計画

個別計画

公募区民
区民参画組織
区民説明会

パブリックコメント

提言

❌

❌ ❌
❌

まちづくり協議会の位置付けは？

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ



質問 登録されたまちづくりビジョンを
港区が広く周知していくことについて

Q: 各まちづくり協議会が努力の末に登録したビジョンは、
情報が届いて欲しい層に届いていません。港区は積極的
に広報をして、事業者や住民に地域の想いを理解しても
らえるよう、応援していただけませんか？

令和2年度 決算特別委員会 土木費 小倉りえこ


